
 

 

令和４年第１０回 入間市農業委員会総会議事録  
１．開催日時 令和４年１０月２５日（火） 開会 午前９時４７分 

２．開催場所 入間市庁舎 Ｃ棟 ５階 ５０１会議室 

３．出席委員（１２人）    会長     １２番 中島敦夫    会長代理    ４番 久保田勝    委員      １番 友野秀一    ２番 平塚尚吾    ３番 𠮷川光彦     ５番 池谷昭二    ６番 田嶋正明    ７番 増田恒治     ８番 法師 励    ９番 加藤敏夫   １０番 中島伸吉    １１番 宮岡幸江 

４．欠席委員（ ０人） 
５．早退委員（ ０人） 
６．議事日程   第１ 議事録署名委員の指名   １１番 宮岡幸江   １番 友野秀一   第２ 議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請の意見具申について      議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申について      議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について      議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定            について      議案第５号 農用地利用配分計画の案に係る農業委員会の意見について      報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について 
報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

７．農地利用最適化推進委員 
山畑義行      堀井正信      太間雅嗣 
野村雅紀      豊泉 隆      岩田孝三郎 
中村郁夫      中村義男      清水裕司 
宮岡康光 



 

 

８．農業委員会事務局職員      事務局長   石井 英寿      主  幹   河西 多郎      主  事   中島 健人 
９．その他の出席者      農業振興課主幹  新 宜之      農業振興課主任  酒井 大 



 

 

１０．会議の概要 

〇議長     ただいまの出席は、農業委員１２名、農地利用最適化推進委員１０名であります。農業委
員の出席が定足数に達しておりますので、これより第１０回入間市農業委員会を開会いたし

ます。     会期についてお諮りいたします。会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ござい
ませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。     次に、議事録署名委員の指名を行います。     委員会会議規則第１３条第２項の規定により、１１番、宮岡幸江委員、１番、友野秀一委
員、以上２名を指名いたします。     本日の付議議案は、お手元に配付してあるとおりです。     なお、議事参与の制限の規定により、議案第２号２番は、堀井正信推進委員が当該事案の
審議開始から終了まで退席をさせていただくことになります。     また、議案第５号については、農地利用配分計画の案にかかる案件であることから、農業
振興課の職員に出席を求めております。     それでは、議事に入ります。 

議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請の意見具申についてを議題とします。     本議案では、担当委員による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号と当事者の氏名、
筆数、合計面積、申請理由、摘要のみを読み上げるよう願います。     それでは、１番を議題といたします。     なお、議事録における土地の表示等は巻末に議案書を添付することで対応いたします。     担当８番、法師励委員、説明を願います。 

〇農業委員８番（法師 励君）     担当８番、法師です。議案第１号１番についてご説明申し上げます。     当事者、○○○○。筆数１筆、面積、１，４４４平方メートル。申請理由、現居住地か
ら立ち退きを迫られていることから、自己用住宅及び農業用倉庫を建築すべく申請する。



 

 

摘要、農家住宅、倉庫（３１４．１平方メートル）。     理由書が出ていますので、要約して説明します。     私○○○○は、○○○○○○○において○○○○からの養鶏場経営、農作物生産、肥料
の製造及び置き場、ニンニク栽培等の農業に携わっております。     現利用地である○○○○○○○ほかの敷地について、○○○○○○○○○○が昨年確定
し、立ち退きを迫られることになりました。     そのため、今後の農業経営を続けるにあたり、新たな自己用住宅敷地や農業用施設等の
場所の確保が必要になりましたが、所有する土地が農地しかありません。そのため、その

中で一番適している箇所が農業振興地域農用地区域内の農地でしたが、相談したところ農

用地区域からの除外並びに農地転用の許可のメドが立ちうるところとして農地転用の申請

をさせていただきました。     現在の専業農家、農業従事者として今後も農作物生産は非常に厳しい状況ですが、家族
全員で協力を惜しまず農業に携わっていきます。○○○○により時間が無く、各種法令を

遵守する形で施行いたしますので、ご許可くださいますようお願いします。      １０月２１日に野村推進委員と申請地の状況などを確認してきました。場所は○○の○
○○○○○の南側にあたる場所で、畑は草等が生えてなく管理されている状態でしたので、

申請について特に支障がないかと思われますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願
いします。 

〇農地利用最適化推進委員（野村雅紀君）     推進委員の野村です。     ただいま法師委員の説明があったとおりで、問題ないかと思います。ご審議をよろしくお
願いします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 



 

 

〇事務局     資料の方は、机の左側に置かせていただいたと思うんですけれども。     議案第１号の１番につきましては、申請人が現住所地から立ち退きを迫られていることか
ら、自己用住宅及び農業用倉庫を建築するための農地転用許可申請でございます。     申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興地
域整備計画の変更の意見についてを審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その後、

令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。     都市計画法に基づく開発許可制度の取扱いを確認いたしたところ、都市計画法第２９条第
１項第２号に該当し、開発許可適用除外と判断されております。     続きまして、農地法第４条許可申請における許可検討事項について、ご説明申し上げます。     申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には
該当いたしません。また、農地の集団性は１０ヘクタールを超える集団農地ではないことか

ら、第２種農地に該当いたします。 
これらのことを踏まえまして、立地基準となる第２種農地の不許可の例外につきましては、

「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達

成することができると認められない。」こちらに合致いたします。 
次に、一般基準について予め事務局にて審査いたしたところ、敷地造成費及び住宅建築費

等にかかる経費を、○○○○○○で賄う計画となっておりまして、○○○○○が添付されて

いることから資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても

全て合致しております。 
つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、許

可し得る状況であることを報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。      （なし。の声） 

〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。     許可することに賛成の方は挙手願います。 



 

 

    （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     続いて、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申についてを議題と
いたします。     本議案は、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号ごとに、当
事者・受人の氏名、筆数、合計面積、申請理由、摘要のみを、読み上げるよう願います。 それでは、１番を議題といたします。     担当２番、平塚尚吾委員、説明を願います。 

〇農業委員２番（平塚尚吾君）     ２番、平塚です。議案第２号の１番についてご説明を申し上げます。なお、読み上げに
つきましては一部省略させていただきます。     １番、譲受人、○○○○○○○○。面積、９６７平方メートル。申請理由、受人は○○
○を営んでいるが、事業の拡大に伴い資材置場が不足しているため、既存利用資材置場の

隣接地へ拡張すべく申請する。摘要、資材置場（敷地拡張）。     申請人から提出された理由書を読み上げさせていただきます。     理由書。現在、私は○○○○○○○○○○を経営し申請地の隣接地を昭和４１年より○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○として使用しております。弊社が事業を始めてか

ら今年で約５５年が経ちますが、これまで順調に業績を伸ばしてきました。      その過程で、業務拡大に合わせて平成２６年には隣接地の一部５４２平方メートルを借
り受け、資材置場を拡張しました。また、平成３０年には道路を隔てた向かい側の土地約

２５０平方メートルを借りて、資材置場を増やし対応してきました。     そして、今後もさらなる事業の拡大も視野に入れており、これまでも市内をはじめ○○
○○○○での多くの現場がありましたが、さらに広域での仕事も増えていくことが予想さ

れます。     そのような中で、○○○の保管には広い土地が必要となることから既に現在の業務状況
では資材置場が狭くなっており、やむを得ず仕事量を抑えることで調整しなければならず、

今後の事業拡大に向けて資材置場の拡張が重要な課題となっています。 



 

 

    そこで、この状況を一刻も早く改善するには、隣接地である申請地に新たに資材置場を
拡張することが最善であると考え、資材置場設置計画を立てることとなりました。     資材置場拡張にあたり、申請地の土地の所有者と常に良好なお付き合いをしてきました。
平成２６年には一度資材置場の拡張に協力していただいた経緯もありますので、本年○○

○○○○○○所有者とも同様な関係であり、土地を譲渡してほしいと相談したところ、す

んなりと承諾を得ることができ、申請地として選定しました。     申請地は周辺農地への影響も少なく、弊社にも隣接していることから、資材置場として
利用するには最適であると考えております。     以上のことをご理解いただき、許可くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。     以上が理由書となります。     １０月１９日に申請地の状況などを確認してまいりました。     申請地は、譲受人が使用している資材置場の隣接地であり、事業拡大に伴う敷地拡張の
内容も過大なものではなく、やむを得ないと思われます。また隣接地の周辺はほとんどが

宅地となっており、周りの農地に与える影響もほとんど少なく申請について特に支障がな

いかと思われますが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、清水裕司委員、藤沢地区・推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたら
お願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（清水裕司君）     推進委員の清水です。     私も２３日に現場を確認いたしました。ただいま平塚委員が申し上げたとおり、何の問題
もないかと思われます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。  

〇事務局     議案第２号の１番につきましては、○○○を営む譲受人が事業の拡大に伴い資材置場が



 

 

不足し、資材置場の敷地を隣接地へ拡張するための農地転用許可申請でございます。     申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その

後、令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。     都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありませ
ん。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項についてご説明申し上げます。     申請地の農地の種別について確認いたしたところ、周辺の公共施設の状況から第３種農
地には該当いたしません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地では

ないことから、第２種農地に該当いたします。     これらのことを踏まえまして、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、
「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を

達成することができると認められない」に合致いたします。     一般基準について予め事務局にて審査いたしたところ、資金計画については、土地取得
費、敷地造成費等の経費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付さ

れていることから資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準につ

いても全て合致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、
許可し得る状況であることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。  

〇農業委員６番（田嶋正明君）     今まで初めてなので。荒堀側溝って。こうずっと隅にありますよね。これは何か雨水か
何かに対するあれなんですか。 

〇事務局     はい。田嶋委員さんのおっしゃる通りで周囲には雨水を外へ流さないためのものになっ
ております。 

〇農業委員６番（田嶋正明君） 



 

 

    それがそこから流れ込んだの。浄化槽みたいな。 

〇事務局     いえ、浸透させる形になります。そのまま地下に浸透させるものです。 

〇農業委員６番（田嶋正明君）     そこでね。はい。 

〇事務局     浸透させるためのものです。一応周囲に今ピンクのある部分が今回の申請地ですが、そ
の外周部の北側・西側のところに、素掘り側溝１メートルから４０センチとのことで、こ

れを取れば、周辺への被害のこともあって、以上でございます。 

〇農業委員６番（田嶋正明君）     それと、最近ね、気象状態が本当に読めない状態ですよね。うちでも、今年の６月、確
か１１日だか１２日だか、雹が降ってダウンバーストして大きい木が倒れるし。この辺は

どうだったのでしょうね。     それだからどうだっていうことないのだけど。今後そういうふうな自然災害が発生する
ので、そういう意味での対策も必要かなとは思われて、あえて発言させてもらっただけで

す。 

〇議長     他に何かございませんか。     なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     続いて、２番を議題といたしますが、議事参与の制限の規定により、堀井正信推進委員
には、当該事案の審議終了まで退席をお願いいたします。     （農地利用最適化推進委員 堀井正信委員退席） 

〇議長     担当１番、友野秀一委員、説明を願います。 
〇農業委員１番（友野秀一君） 



 

 

    １番、友野です。議案第２号の２番についてご説明申し上げます。なお、読み上げにつ
いては一部省略をさせていただきます。     ２番、譲受人、○○○○○○○○○。筆数、２筆。面積、１，９８２平方メートル。申
請理由、受人は○○○○○○を営んでいるが、運輸支局長認証工場を建築するにあたり、

既存地では法律上使用できないため、申請地で自動車修理工場を建築すべく申請する。摘

要、自動車修理工場（５１０平方メートル）。     場所は案内図のとおりで、○○○○○○○の東側２００メートルほどのところにありま
す。    申請地の申請理由を要約して読み上げます。     本社所在地の敷地形状もよく、接道条件も適していること。近隣に○○○○もなく、大
型自動車にも対応できる敷地の広さがあります。車両が密集しないこと。それらにより、

従業員の安全も、確保できることなどが候補地の理由設定条件を満たしているので、申請

地の選定理由といたしました。     １０月１９日に現地の状況を見てまいりました。現在は茶園として管理されておりまし
た。南側と東側は市道に面しております。西側は工場敷地で北側が茶園になっております。

工場の建設にあたり、北側茶園の雨水流入等が考えられますが、ブロック塀を新設するよ

うですので、特に問題はないと思われます。     以上と思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。  

〇議長     ありがとうございました。     次に、中村義男委員、宮寺・二本木地区・推進委員として、補足説明、ご意見等ござい
ましたらお願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村義男君）     友野委員の説明のとおりで問題ないと思います。よろしく申し上げます。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。  

〇事務局     議案第２号２番については、○○○○○○を営む譲受人が運輸支局長認証工場を建築す



 

 

るにあたり、既存地は法律上使用できないことから当該申請地に自動車修理工場を建築す

るための農地転用許可申請でございます。      申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と回答しました。その後、令和

４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。     都市計画法におきましては、同法第３４条第１号に合致し、開発許可相当と判断されて
おります。     続きまして、農地法第５条の許可申請における許可検討事項について説明します。     申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当しません。また、相当数の街区を形成している区域内にある農地に該当することか

ら、第２種農地に該当いたします。     これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請
に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成す

ることができると認められない」に合致します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地購
入費、建築費の経費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○○○○○が添

付されていることから資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準

についても全て合致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、
許可し得る状況であることを報告いたします。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。      なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     ここで、堀井正信推進委員の退席を解除いたします。 



 

 

    （農地利用最適化推進委員 堀井正信委員復席） 

〇議長     続いて、３番を議題といたします。     担当１０番、中島伸吉委員、説明を願います。 
〇農業委員１０番（中島伸吉君）     １０番、中島です。議案第２号の３番について説明を申し上げます。なお、読み上げに

ついては一部省略させていただきます。     ３番、譲受人、○○○○○○○○。筆数、２筆。合計面積、２５６平方メートル。申請
理由、受人は○○○を営んでいるが、本社事業所の接道が一部狭隘道路となっているため、

道路拡幅により通行の安全を確保すべく申請する。摘要、道路。     申請人から理由書が提出されていますので、抜粋して読上げます。     申請地の選定条件     １．本社営業所に出入りに使用する道路に接している用地であること     ２．入間市都市計画道路計画予定地であること     申請地の選定理由     本社営業所に接道する市道の一部区間が３．６４ｍ（認定幅員）と狭あい道路のため大
型貨物自動車のすれ違いが困難であり、歩行者や近隣住民に対しても安全確保の上で支障

があり非常に危険な道路のため、道路拡張用地として申請地を選定するに至りました。      必要性と緊急性     弊社は、昭和５４年１１月に○○○○○○○○○○○の許可を受け○○○○を開始し平
成１８年１２月に○○○○○○○○○に係る変更の認可を受け○○○○○○○○○○○と

共に○○○○○○○○○○○を軸とし多様な経営展開しております。現在、本社営業所の

出入りに使用されている全面市道は約８．８ｍと大型貨物自動車の通行には十分な幅員が

確保されていますが○○○○からつながる一部区間においては３．６４ｍと狭あい道路と

なっており大型貨物自動車はおろか普通自動車と歩行者のすれ違いにも支障が出るほどの

危険な状態となっております。また○○○○○○から○○○○○を回避して○○○○○の

抜け道として近年、交通量が激増しております。月に数回、道路より脱輪してしまう車両

や接触事故寸前の車両が後を絶ちません。対象市道は入間市都市計画道路として計画決定

はしていますが事業決定には至っておらず、このまま狭あい道路のままですといずれ重大



 

 

な交通事故を招く恐れがあります。     そこで入間市・申請地土地所有者と協議したところ道路拡張用地として必要最小限度の
土地を譲渡していただき申請者が道路整備後、入間市に寄付をすることで合意が得られま

した。寄附後、入間市道となるため今後の通行権や道路管理の問題も起こることもなくな

ります。近年の交通量の激増で地域住民の方々にも安全性において非常に支障が出ており

必要性と緊急性は日々増していると認識しております。弊社といたしましても○○○○○

○○○○○○○として目の前の危険な状態を見過ごすことはできません。道路を拡幅する

ことによって少しでも危険を減らし、入間市や地域住民のために貢献できる地域社会の発

展に寄与すべく努力いたしますので、何卒、申請事情を配慮の上、農地法第５条第１項の

規定に基づく農地転用許可をよろしくお願いいたします。     １０月２３日に、豊泉推進委員と申請地の状況などを確認してきました。     申請地は、譲受人の事業所の東側に位置し、道路拡幅による通行の安全確保という内容
もやむを得ないものと思われます。申請について特に支障がないかと思われますが、ご審

議のほどよろしくお願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子地区・推進委員として、補足説明、ご意見等ありましたらお願
いします。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉 隆君）     金子地区推進委員の豊泉でございます。     ただいま中島委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われますので、よろしくご
審議お願い申し上げます。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。  

〇事務局     議案第２号の３番については、○○○を営む譲受人が、通行の安全を確保するため、事
業所の接道の狭あい部分を一部拡幅するための農地転用許可申請です。   



 

 

    申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その

後、令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。都市計画法に関し

ては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。      続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。      申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当しません。また、相当数の街区を形成している区域内にある農地に該当することか

ら、第２種農地に該当します。     これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請
に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成す

ることができると認められない」に合致します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地購
入費、建築費の経費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付されて

いることから資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準について

も全て合致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、
許可し得る状況であることを報告いたします。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。      （なし。の声） 

〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     続いて、４番を議題といたします。     担当１番、友野秀一委員、説明を願います。 



 

 

〇農業委員１番（友野秀一君）     １番、友野です。議案第２号の４番について説明を申し上げます。なお、読み上げにつ
いては一部省略させていただきます。     ４番、借受人、○○○○○○○○。筆数、１筆。面積、９２８平方メートル。申請理由、
受人は○○○を営んでいるが、事業の拡大に伴い、新たに駐車場が必要となったことから、

既存敷地を拡張し駐車場を設置すべく申請する。摘要、駐車場（敷地拡張）。     場所は○○○○○○○の東１００メートル程のところです。     理由書を抜粋して読上げます。     弊社物流センターとして、借入れている申請地の隣接地の事業地にて、○○○を営んで
おります。近年は、ネット通販などの増加により配送用トラックの出入りが増加し、やむ

を得ず一時的に付近の道路上に待機している状況がしばしば発生しておりました。積み降

ろし作業等で敷地内や駐車場の利用には限界があり、近隣に駐車場を探しましたが、条件

に合うところはなく、隣接の農地所有者の○○さんに相談したところ、○○さんは農地管

理が不可能になったため、農用地区域からの除外と農地転用許可を得られれば、お借りい

ただき車両待機所として利用したいと思い申請にいたりました。     去る１０月１９日に当該の敷地の現況を見てまいりました。現地は栗などの果樹が植え
られた後、伐採がされており、除草もされていました。東西が市道で、南は住宅敷地、北

側が事業所敷地となっております。周囲に農地がないため、特に問題になることはないと

思われますが審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、中村義男委員、宮寺・二本木地区・推進委員として、補足説明、ご意見等ありま
したらお願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村義男君）     二本木地区推進委員の中村でございます。     ただいま友野委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われますので、よろしくご
審議お願い申し上げます。     以上です。 

〇議長 



 

 

    ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。  

〇事務局     議案第２号４番については、○○○を営む借受人が事業の拡大に伴い新たに駐車場が必
要となったことから、既存敷地を拡張し駐車場を設置するための農地転用許可申請です。      申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その

後、令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。     都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありませ
ん。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。      申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地であることか

ら、第１種農地に該当します。    これらのことを踏まえ、立地基準となる第１種農地の不許可の例外については、「既存の
施設の拡張」に合致します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、敷地造
成費を、○○○○○○により賄う計画となっており、○○○○○が添付されていることか

ら、資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合

致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、
許可し得る状況であることを報告いたします。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。      （なし。の声） 

〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 



 

 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     続いて、５番を議題といたします。     担当４番、久保田勝委員、説明を願います。 

〇農業委員４番（久保田 勝君）     ４番、久保田です。議案第２号の５番について説明を申し上げます。なお、読み上げに
ついては一部省略させていただきます。     ５番、譲受人、○○○○○○○○○。筆数、１筆。面積、１，３８７平方メートル。申
請理由、受人は○○○を営んでいるが、市外に借りている駐車場の返却を求められている

ことから、本社事業所の近くへ新たに駐車場を設置すべく申請する。摘要、駐車場。     理由書を抜粋して読上げます。     弊社は、○○○○○○○○○○○○○○○○○にて○○○○○○○を営んでおります。
昭和４５年に○○○○○○が会社を設立しましたが、現在、私（○○○○）が代表取締役

を務めており、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○○○、○○○○を行って

おります。○は同じ頃よりこの場所において○○○○○○○○○を営んでおり、弊社所有

の業務車両の整備、メンテナンス、車検を行っています。     業務車両は４１台ありそれぞれ駐車しておりますが、従業員は、各駐車場で自家用車と
乗り換え業務に就きます。     倉庫は、○○○○○○○○○にほど近く物流されてきた荷物を倉庫に保管する作業をメ
インとして行っているため、４台の１５ｔトラックやフォークリフトが止められています。     年々の実績が上がり従業員、車両台数も大幅に増加したことにより、荷物量及び車両の
出入庫が必然的に増え順番待ちで車両の出入りをしております。出入りが重なる時には路

上で停車し出庫待ちせざるを得ない状況の為、近隣及び通行車両に多大な迷惑を掛けてし

まい、慢性的な駐車場不足の問題を抱えております。     申請地に止める車両は、○○○○○でお客様駐車場と完成車置場として使用したい土地
に止めている業務車両２台。○○○にあり、両親所有の土地に止めているトラック２台。

この○○○の土地は売却予定です。○○○に止めている４台。この○○○の土地は他社と

賃貸契約を結んでいますが、立ち退きを求められています。他に、今年度中に４ｔ、１５



 

 

ｔトラック２台を納入します。以上の合計１０台を止められる場所を確保しなければなり

ません。     近隣で駐車場として利用できる場所を探していたところ、土地所有者である○○様から
申請地を譲っていただけるお話をいただきました。     申請地は、○○○○○○○○○や倉庫の近くにあり、大型トラックの出入りもスムーズ
に行えます。     申請地に止めている１０台の車両が出庫後に、他からの車両を順次待機させることで、
倉庫に向かう車両の渋滞を無くし作業効率に繋げたいと考えております。      ということです。     １０月２０日に堀井推進委員と申請地の状況などを確認してきました。     申請地は○○○○○○○○○○○○○の○○○○○○です。北側に５０メートル程行っ
たところに○○○○○の倉庫があります。     駐車場は、砂利敷で雨水は宅地内処理となっており、南側の農地との境には万能板３段
横張りを設置予定であり、周辺農地には影響がないと思われますが、よろしくご審議くだ

さるようお願いします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、堀井正信委員、東金子地区・推進委員として、補足説明、ご意見等ありましたら
お願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（堀井正信君）     東金子地区推進委員の堀井でございます。     ただいま久保田委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われますので、よろしく
ご審議お願い申し上げます。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。  

〇事務局     議案第２号５番については、運送業を営んでいる譲受人が、市外に借りている駐車場の



 

 

返却を求められていることなどから、本社事業所近くに新たに駐車場を設置するための農

地転用許可申請です。     申請地は、農用地区域内であったため、令和４年５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その

後、令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外されております。     都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありませ
ん。     続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。      申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地ではないこと

から、第２種農地に該当します。     これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請
に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成す

ることができると認められない」に合致します。     次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地購
入費及び造成費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付されている

ことから資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全

て合致しております。     つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、
許可し得る状況であることを報告いたします。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。  

〇農業委員６番（田嶋正明君）     この周辺には、住宅はないんですかね。同意は得られているんですかね。  

○事務局     申請地の東側については、○○○○○○となっております。また、南側については、農
地ではありますが、所有者から同意書が提出されており支障ないものと思われます。  

〇議長 



 

 

    他にございますか。     なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として
県に進達いたします。     続いて、議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題といたします。     本議案では、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号ごとに、
当事者・相続人の氏名、筆数、合計面積のみを、読み上げるよう願います。     それでは、１番を議題といたします。     担当１０番、中島伸吉委員、説明を願います。 

〇農業委員１０番（中島伸吉君）     １０番、中島です。議案第３号の１番について説明を申し上げます。なお、読み上げに
ついては一部省略させていただきます。     １番、相続人、○○○○。筆数、２筆。合計面積、２，７０４平方メートル。     １０月２３日に、豊泉推進委員と一緒に現地確認、翌日ご本人から話を伺ってきました。     農地については、○○○○○の農地は栗畑として、○○○○○の農地は作付けされてお
りませんでしたが肥培管理されており農地として適正に管理されておりました。      農機具は、トラクター１台、耕運機１台、普通トラック１台などを所有しております。
その他、管理に必要な農機具はそろっております。     ○○さんは○○○○にお住まいで片道○○○○○○程掛かるとのことで遠方ではありま
すが、畑はきれいに管理されていました。     特に問題はないかと思われますが、よろしくご審議くださるようお願いいたします。   〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉 隆君）     金子地区推進委員の豊泉でございます。 



 

 

    ただいま中島委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われますので、よろしくご
審議お願い申し上げます。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認められますの
で、適格者として認めることについてご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、適格者であることの証明を行うことに決定いたしました。      続いて、２番を議題といたします。     担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 
〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。議案第３号の２番について説明を申し上げます。なお、読み上げにつ

いては一部省略させていただきます。     ２番、相続人、○○○○。筆数、４筆。合計面積、１，２９５平方メートル。     １０月２２日に、太間推進委員と一緒に現地確認とご本人から直接、話を伺ってきまし
た。また○○○○の農地については、豊泉推進委員へ現地確認をお願いし、電話にて内容

確認を行いました。     ○○さんは、○○○に住んでおり、入間市の農地まで片道○○○○○○○○あり、車で
○○○程掛かるそうですが、野菜を栽培されており、よく通われています。  

よって、農地については、普通畑として利用されており適正に管理されておりました。      農機具は、トラクター２台、耕運機３台、普通トラック２台などを所有しており、その
他管理に必要な農機具はそろっており、特に問題はないかと思われますが、よろしくご審

議くださるようお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願
いいたします。 



 

 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     金子地区推進委員の太間でございます。     ただいま池谷委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われますので、よろしくご
審議お願い申し上げます。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。     以上です。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉 隆君）     金子地区推進委員の豊泉でございます。     ただいま池谷委員が説明したとおり、特に問題はないかと思われます。 

○○○○の畑については、里芋が植えられており、そろそろ収穫という状況でした。 

よろしくご審議お願い申し上げます。     以上です。 

〇議長     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認められますの
で、適格者として認めることについてご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、適格者であることの証明を行うことに決定いたしました。      ここで休憩いたします。再開は、午前１１時１０分の予定です。 

休憩 午前１１時０１分 

〇議長     会議を再開いたします。 

再開 午前１１時１０分 

〇議長     続いて、議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会
の決定についてを議題といたします。 



 

 

    本議案では、各担当委員及び事務局による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番
号ごとに、当事者、借受人の氏名、筆数、面積、利用権種類のみを、読み上げるようお願

いします。     それでは、１番を議題といたします。     担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 

〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。議案第４号の１について説明を申し上げます。なお、説明について一
部省略させていただきます。     １番、借受人、○○○○。筆数、１筆。面積、１，０１８平方メートル。利用権種類、
使用貸借権。     １０月２２日に、太間推進委員と一緒に耕作状況などを確認し、また○○さんから電話
にて話を伺ってきました。○○さんは現在、耕作面積が自作地２１５アール、借入地２８

アール合計２４３アールの野菜農家です。農業機械も耕運機６台、トラクター４台、軽ト

ラック３台など必要なものは一式保有しております。     農作業は○○○○○○、○○さん二人の計４人で行っております。     作物は葉物野菜や根菜を中心に多岐にわたります。出荷先は、主に○○○○○○○○○
を中心に卸しております。     申請地は、案内図のとおり○○○○○の西側にある農地で、作付けはされておりません
がきれいに耕運された状態です。利用権設定後は野菜畑として利用する予定です。     以上、利用権の設定に関して問題ないと思われますが、よろしくご審査くださいますよ
うお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     金子地区推進委員の太間です。     ただいまの池谷委員の説明のとおり、何ら問題ないかと思われますので、よろしくお願
いいたします。 



 

 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい
て、事務局に説明を願います。 

〇事務局     議案第４号の1番は、使用貸借権による、新規の利用権設定でございます。     池谷委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農
業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受

人の申請地を含めた現在の経営面積は２５３アールであり、その農地をすべて耕作してお

ります。     また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項
の要件を満たしていることをご報告申し上げます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。     次に、２番を議題といたします。     担当１番、友野秀一委員、説明を願います。 

〇農業委員１番（友野秀一君）     １番、友野です。議案第４号の２について説明を申し上げます。なお、説明について一
部省略させていただきます。     ２番、借受人、○○○○○。筆数、１筆。面積、２，０９０平方メートル。利用権種類、
使用貸借権。摘要、新規。     場所は、○○○○○○の○○○との県境近くにあります。     １０月１９日に耕作状況などを確認してきました。また、○○○さんより聞き取り調査
も行いました。現在圃場は、非常にきれいに管理されていました。今後は、野菜畑として



 

 

利用するとのことです。農機具も、耕運機２台、軽トラック等を所有しており、借り入れ

後も十分に管理ができると思われます。借り入れ農地は○○○にも数ヶ所あり、合計８ヶ

所の圃場を管理しており、実績もある方です。     以上、問題はないかと思われますが、審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、中村義男委員、宮寺・二本木推進委員として、補足説明、ご意見等ございました
らお願いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村義男君）     推進委員の中村です。     友野委員の報告のとおり、何ら問題ないと思います。     よろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい
て、事務局に説明を願います。 

〇事務局     議案第４号の２番は、使用貸借権による、新規の利用権設定でございます。     友野委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農
業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受

人の申請地を含めた現在の経営面積は１０１アールであり、その農地をすべて耕作してお

ります。     また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項
の要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 



 

 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。     次に、３番を議題といたします。     担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 

〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。議案第４号の３について説明を申し上げます。なお、説明について一
部省略させていただきます。     ３番、借受人、○○○○。筆数、１筆。面積、４，４６８平方メートル。利用権種類、
使用貸借権。     １０月２２日に、太間推進委員と一緒に耕作状況などを確認し、また○○さんから電話
にて話を伺ってきました。     ○○さんは現在、耕作面積が自作地１６アール、借入地４４アール合計６０アールの野
菜農家です。農業機械も耕運機２台、トラクター１台、軽トラック１台、茶刈機１台など

必要なものは一式保有しております。     申請地は、案内図のとおり○○○○○○○○○○、○○○○○にある農地で、野菜畑と
して耕作されており、利用権更新後も引き続きは野菜畑として利用する予定です。     以上、利用権の設定に関して問題ないと思われますが、よろしくご審議くださいますよ
うお願い申し上げます。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     推進委員の太間です。     ただいまのご報告のありましたとおり、何ら問題ないかと思いますので、よろしくお願
いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。 



 

 

    続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい
て、事務局に説明を願います。 

〇事務局     議案第４号の３番は、使用貸借権による、更新の利用権設定でございます。      池谷委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農
業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受

人の申請地を含めた現在の経営面積は６０アールであり、その農地をすべて耕作しており

ます。 

また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。     次に、４番を議題といたしますが、４番から２０番までは関連がございますので、一括
審議させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、４番から２０番までを一括議題といたします。     この議案については、はじめに事務局に説明を求め、その後、担当委員に説明を願いま
す。     それでは、事務局から説明を願います。 

〇事務局     それでは、ご説明いたします。     議案第４号４番から２０番までの案件は、貸付け希望者からの農地に関して農地中間管



 

 

理機構である「埼玉県農林公社」が農地中間管理事業に基づく利用権の設定を行うことに

ついて審議をお願いするものでございます。     なお、この後の議案である第５号、「農用地利用配分計画の案」において、埼玉県農林
公社から借受け希望者への貸付け計画に係る意見について審議をお願いすることとなって

おります。     それでは、議案書を読み上げます。なお、読み上げる部分は、貸付人と氏名、筆数、合
計面積、利用権種類の４点とさせていただきます。     ４番、貸付人、○○○○。２筆、１，７７３平方メートル、利用権種類、賃借権。     ５番、貸付人、○○○○。１筆、１，２７５平方メートル、賃借権。     ６番、貸付人、○○○○。３筆、１，４９９平方メートル、賃借権。     ７番、貸付人、○○○○。４筆、６，６８３平方メートル、賃借権。     ８番、貸付人、○○○○。１筆、３，２２０平方メートル、賃借権。     ９番、貸付人、○○○○。１筆、２，２４６平方メートル、賃借権。     １０番、貸付人、○○○○。５筆、３，１３７平方メートル、賃借権。     １１番、貸付人、○○○○。２筆、３，００６平方メートル、賃借権。     １２番、貸付人、○○○○。１筆、３，１０２平方メートル、賃借権。     １３番、貸付人、○○○○。４筆、４，５００平方メートル、賃借権。     １４番、貸付人、○○○○。１筆、  ５３５平方メートル、賃借権。     １５番、貸付人、○○○○。３筆、２，３６３平方メートル、賃借権。     １６番、貸付人、○○○○ 他１名。３筆、２，５３３平方メートル、賃借権。     １７番、貸付人、○○○○○。１筆、 ７４０平方メートル、賃借権。     １８番、貸付人、○○○○。２筆、２，４３３平方メートル、賃借権。     １９番、貸付人、○○○○。１筆、１，５７９平方メートル、賃借権。     ２０番、貸付人、○○○○。１筆、１，７０８平方メートル、賃借権。     読み上げは以上でございます。     それでは、説明に入ります。     本案件は、農地中間管理事業に基づく利用権の設定でございます。中間管理機構である
「埼玉県農林公社」が借り受ける農地は、所有者１８名、筆数は３６筆、総面積は４万２，

３３２平方メートルになります。 



 

 

    利用権種類は全筆「賃借権」であり、利用権の設定期間も、全筆、令和５年１月１日か
ら令和１４年１２月３１日までの１０年間でございます。借賃は、１０アール当たり防霜

ファンが設置されている農地は４，０００円、設置されていない農地は２，０００円でご

ざいます。     次に、本議案の審議要件でございますが、一般的な農業経営基盤強化促進法第１８条第
１項の規定による利用権の設定の場合とは異なり、農地中間管理事業で利用権を設定する

場合は、同法第１８条第３項第２号のただし書により、１点目として入間市の「農業経営

基盤の強化促進に関する基本構想」に適合するか、２点目として所有権を有する者の同意

を得ているか の２点のみとなります。     このことを踏まえまして、本案件は、入間市の定める「農業経営基盤の強化促進に関す
る基本構想」の条件に合致しており、所有権を有する者の同意についても「農用地利用権

設定等申出書」により確認していることをご報告申し上げます。 

     以上でございます。 
〇議長     続いて、担当４番、久保田勝委員、説明を願います。 

〇農業委員４番（久保田勝君）     ４番、久保田です。１０月２０日に、○○○○にある５筆の農地の状況を堀井推進委員
と確認してまいりました。     この５筆の農地について、管理された状態であり、今後茶畑として耕作していくことに
問題ないことを報告します。     

〇議長     ありがとうございました。     次に、堀井正信委員、東金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願
いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（堀井正信君）     推進委員の堀井です。     久保田委員の申し上げられたとおり、何ら問題ないかと思われます。     よろしくお願いいたします。 

〇議長 



 

 

    ありがとうございました。     続いて、担当８番、法師励委員、説明を願います。 

〇農業委員８番（法師 励君）     ８番、法師です。１０月２１日に、○○○○○にある２筆の農地の状況を野村推進委員
と確認してまいりました。     この２筆の農地について、管理された状態であり、今後茶畑として耕作していくことに
問題ないことを報告します。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、野村雅紀委員、金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。 

〇農地利用最適化推進委員（野村雅紀君）     推進委員の野村です。     ただいまの法師委員の報告のとおりで問題ないかと思います。     よろしくご審議お願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 

〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。１０月２２日に、○○、○○○○、○○○○○○にある１６筆の農地
の状況を太間推進委員と確認してまいりました。     この１６筆の農地について、管理された状態であり、今後茶畑として耕作していくこと
に問題ないことを報告します。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願い
いたします。 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     推進委員の太間です。 



 

 

    ただいまご報告がありましたとおり、池谷委員と現地を確認しまして、問題ないと思わ
れますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、担当１０番、中島伸吉委員、説明を願います。 

〇農業委員１０番（中島伸吉君）     １０番、中島です。１０月２３日と２４日に、○○○○、○○○○にある１３筆の状況
を豊泉推進委員と確認してまいりました。     この１３筆の農地について、管理された状態であり、今後茶畑として耕作していくこと
に問題ないことを報告します。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、豊泉隆委員、金子推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願いい
たします。 

〇農地利用最適化推進委員（豊泉 隆君）     推進委員の豊泉です。     ただいま中島委員よりご説明があったとおり、特に問題はないと思われます。     よろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     事務局及び担当委員から説明がありましたが、本件は農地中間管理機構である埼玉県農林
公社が、農地中間管理権の取得のため利用権の設定を受けるものであり、農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の規定における要件が具備されているものと認められますので、承認

することにご異議ありませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて、承認することに決定いたしま
した。     続いて、議案第５号、農用地利用配分計画の案に係る農業委員会の意見についてを議題と



 

 

いたします。     本件は、農用地利用配分計画の案ですが、賃借権の設定等を受ける者について事務局より
説明を受け、皆様からご意見をいただいた後に、計画の案に対する農業委員会の意見を集約

していきたいと思います。     それでは、１番から３６番までの案件について、事務局に説明を願います。 

〇事務局     それでは、初めに議案書を読み上げます。     議案第５号、農用地利用配分計画の案に係る農業委員会の意見について。     農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１９条第３項の規
定に基づき、借受申出案件（令和４年１０月分）に係る農用地利用配分計画の案について、

意見を求めるもの。     別紙１のとおり。     それでは、ご説明いたします。農用地利用配分計画は、埼玉県農林公社が農地中間管理権
を得た農地について入間市が借り手を選定し、まとめたものでございます。     市では、この農用地利用配分計画の案を作成した場合、農地中間管理事業の推進に関する
法律第１９条第３項の規定に基づき、農業委員会の意見を聞くこととされているため、付議

されたものでございます。     別紙１の令和４年度第１回農用地利用配分計画案をお開きください。     １ページの番号１番から最後の３ページの３６番までの農地は、賃借権の設定を受けるも
ので、筆数は３６筆、総面積は４万２，３３２平方メートルであります。     賃借権の設定等を受けるものは、全筆、○○○○○○○○○○○○○○であり、設定する
権利の種類は、全筆、賃貸借。利用内容は、全筆、茶畑。貸借期間は、全筆、令和５年１月

１日から令和１４年１２月３１日までの１０年間でございます。     借賃は、１０アール当たり、防霜ファンが設置されている農地は４，０００円、設置され
ていない農地は２，０００円で計算されております。支払い方法は、全筆、口座振替となっ

ております。     借受け希望者である○○○○○○○○○○○○○○は、○○○○○を母体として設立され
た○○○○○○○○○○が出資し、平成２７年３月に設立された農業法人です。     法人としての経験年数は７年ほどではございますが、生産部門を取り仕切る役員は約２５



 

 

年にわたり製茶経営に携わった経験者で、茶の栽培や加工、地域の実情も熟知しております。

製茶工場は○○○○○○にあり、借入地までの所要時間は１０分ほどでございます。     借受け希望者は、今後、農業者の高齢化や相続等により農地の管理に困る方等が懸念され
る中、○○○○の農地を守っていきたいと考えており、これまでの実績からも借受け希望者

である○○○○○○○○○○○○○○への農地の貸付けが最適であると判断され、農地利用

配分計画（案）が作成されております。     説明は以上でございます。 
〇議長     それでは、ただいま事務局から説明のありました１番から３６番までの案件について、皆

様にご意見を伺います。 
○農業委員５番（池谷昭二君）     賃借料のことで少し伺いたいですが。畑を貸す前に防霜ファンの電気が切られてしまっ

て、再度、東京電力の方に電気を入れてもらうとなると、深夜電力が使えなくなり、電気

代が上がってしまいますが、防霜ファンのある農地の賃借料について、その辺はどうなん

ですか。 

○農業振興課     今お話がありましたとおり、防霜ファンのある土地は４，０００円、ない土地は２，０
００円の賃借料ですが、電気契約を一度切って再度契約すると深夜料金が使えないことに

ついての影響についてはわかりかねます。 

○農業委員３番（𠮷川光彦君）     意見ではないですが、○○○○○○○○○○○○○○全体で今回の約４２，０００平方
メートルを足して、利用農地面積はいくつになりますか。 

○農業振興課     現在の利用面積が約５２ヘクタール。そして、今回審議いただいている農地を含めます
と約５６ヘクタールとなります。 

〇議長     それでは、質疑応答・意見交換も十分になされたと思われますので、農業委員会としての
意見をまとめたいと思います。     農業委員会としては、「特に意見はありません。」という旨で回答してよろしいでしょうか。 



 

 

    賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 

〇議長     全員賛成でございますので、本件の意見聴取の回答として、「特に意見はありません。」と
することに決定いたしました。     ここで、農業振興課職員は退席いたします。        （農業振興課職員退席） 

〇議長     次に、報告事項に入ります。     農地法第３条の３の規定による届出については３件、同法第４条第１項第８号の規定によ
る農地転用届出については１件、同法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出につい

ては７件、それぞれ入間市農業委員会事務局事務専決規程第３条の規定により専決処分され、

同規程第５条により報告第１号、第２号及び第３号のとおり報告がありました。     これで付議された議案は全て終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。                                 閉会 午前１１時４０分 


